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なお，平成２２年に保護観察に付された者のうち，
保護観察開始前に暴走族と関係があった者は１，７６４
人である。
さらに，暴走族問題が地域社会に深くかかわる問
題であることにかんがみ，都道府県及び市町村に設
置されている「暴走族対策会議」の下に，暴走族対
策の推進に携わる機関及び団体の代表から構成され
る「暴走族対策推進幹事会」の設置を働き掛けた。
⑸車両の不正改造の防止
不適切な着色フィルムの貼付，消音器の切断・取

り外し等の不正改造車等を排除し，自動車の安全運
行を確保するため，「不正改造車を排除する運動」
を年間を通じて実施した。特に，平成２３年６月を強
化月間として，自動車検査のより一層確実な実施に
加え，広報活動の一層の推進，関係者への指導徹
底，街頭検査の重点化等を行った。
また，道路運送車両法の不正改造行為の禁止及び
不正改造車両に対する整備命令に係る規定を的確に
運用し，不正改造車の排除に努めた。

第６節 救助・救急活動の充実

1救助活動及び救急業務の実施状況
⑴概要
ア 救助活動の実施状況
平成２２年中における全国の救助活動実施状況は，
救助活動件数５万５，０３１件，救助人員５万８，６８２人で
あり，前年と比較すると，救助活動件数は１，９１７件
（３．６％）増加しており，救助人員は３，６９１人（６．７％）
増加した（第１―１９表）。
イ 救急業務の実施状況
平成２２年中における全国の救急業務実施状況は，
ヘリコプターによる出動件数を含め，５４６万７，６２０件
で，前年と比較し，３４万１，６８４件（６．７％）増加した。
また，搬送人員は，４９８万２，５１２人で，前年と比較
し，２９万６，４６７人（６．３％）増加した。
また，救急自動車による出動件数は，全国で１日
平均１万４，９６９件，約５．８秒に１回の割合で救急隊が
出動し，国民の約２６人に１人が救急隊によって搬送

されたことになる。
⑵交通事故に対する活動状況
平成２２年中の救助活動件数及び救助人員のうち，
交通事故に際して救出困難な者が生じた場合に，消
防機関が救助活動に当たったものは１万６，５８５件で，
救助人員は２万３，３４９人となっており，それぞれ全
体の３０．１％，３９．８％を占めた。
また，平成２２年中における救急自動車による救急
出動件数５４６万３，６８２件，搬送人員４９７万９，５３７人のう
ち，交通事故によるものは，それぞれ５５万６，５６９件
（１０．２％），５６万１，６４６人（１１．３％）となっている（第
１―２０表）。
救助活動及び救急業務全体に占める交通事故に起
因するものの割合は依然として高い水準にあり，事
故の種類・態様の複雑多様化に対処するためにも，
引き続き救助・救急体制の一層の拡充が必要であ
る。

区分

年

救助活動件数 救助人員

件数 対前年増減率 うち交通事故に
よる件数 人員 対前年増減率 うち交通事故に

よる人員

件 ％ 件 人 ％ 人
平成１８年 ５３，６１９ －１．８ １９，２５９ ５６，７２８ －１．０ ２６，６５７

１９ ５２，１８３ －２．７ １７，２８７ ５６，０３９ －１．２ ２４，４４９
２０ ５３，２９５ ２．１ １５，６８８ ５４，２３１ －３．２ ２１，４４５
２１ ５３，１１４ －０．３ １６，３１０ ５４，９９１ １．４ ２２，３６０
２２ ５５，０３１ ３．６ １６，５８５ ５８，６８２ ６．７ ２３，３４９

第１―１９表 救助活動件数及び救助人員の推移

注 消防庁資料による。
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2救助・救急体制の整備
⑴概要
ア 救助隊及び救急隊の設置状況
平成２３年４月１日現在，救助隊は全国７９８消防本
部の９６．９％に当たる７７３消防本部に１，５０２隊設置され
ており，救助隊員は２万５，６０４人である。救助隊を
設置している消防本部の管轄対象となっている市町
村は，全国１，７２５市町村の９４．５％に当たる１，６３０市町
村である。また，救急隊は全国で４，９２７隊設置され
ており，救急隊員は５万９，６５０人であり，救急隊を
設置している消防本部の管轄対象となっている市町
村は，全国１，７２５市町村の９７．９％に当たる１，６８９市町
村である。
より高度化する救助・救急需要に適切に対処する
ため，引き続き，高度かつ専門的な教育を受けた救
助隊員及び救急隊員の配置を推進している。
イ 救助・救急用資機材等の整備に対する財政措置
救助活動に必要な救助工作車や救助器具，救急救
命士による救急救命処置等の実施に必要な高規格救
急自動車や高度救命処置用資器材，消防防災ヘリコ
プター等の整備に対して地方交付税措置等，所要の
財政措置を行っている。
⑵救助・集団救急事故体制の整備
大規模道路交通事故等，多数の負傷者が発生する
大事故に対処するため，消防機関と医療機関の連携
を始めとする関係機関における連携体制の充実・強
化及び救護訓練の実施等，集団救助・救急体制の構
築を推進した。
⑶心肺そ生法等の応急手当の普及啓発活動の推進
交通事故による負傷者の救命を図り，また，被害

を最小限にとどめるためには，救急救助体制及び救
急医療体制の整備・充実に加え，事故現場に居合わ
せた人による負傷者に対する迅速かつ適切な応急手
当の実施が重要であり，広く応急手当の普及を図る
ことが有効である。
このため，自動車運転者については，大型免許，
中型免許，普通免許，大型二輪免許，普通二輪免
許，大型第二種免許，中型第二種免許又は普通第二
種免許を受けようとする者に対して，応急救護処置
（交通事故現場においてその負傷者を救護するため
必要な応急の処置）に関する講習の受講が義務付け
られている。
なお，大型第二種免許，中型第二種免許又は普通
第二種免許を受けようとする者に対して行う応急救
護処置に関する講習は，第一種免許に係る講習以上
に高度な内容となっている。さらに，指定自動車教
習所の教習カリキュラムに応急救護処置に関する内
容が盛り込まれている。
消防機関においては，「救急の日」（９月９日）や
「救急医療週間」（９月９日を含む一週間）を中心
に，「応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施
要綱」に基づいて，応急手当の普及啓発活動を推進
するとともに，応急手当指導員等の養成や応急手当
普及啓発用資器材の整備を推進している。同要綱に
基づいて，平成２２年中に行われた応急手当指導員講
習（普通救命講習又は上級救命講習の指導にあたる
応急手当指導員を養成する講習）の修了者数は８，７３３
名，応急手当普及員講習（事業所又は防災組織等に
おいて当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員
に対して行う普通救命講習の指導にあたる応急手当

区分

年

救急出動件数 救急搬送人員

件数 うち交通事故に
よる件数

全件数に対する
割合 人員 うち交通事故に

よる人員
全人員に対する

割合
件 件 ％ 人 人 ％

平成１８年 ５，２３７，７１６ ６１８，７２３ １１．８ ４，８９２，５９３ ６５６，２２２ １３．４
１９ ５，２９０，２３６ ６０１，９３１ １１．４ ４，９０２，７５３ ６２７，７０２ １２．８
２０ ５，０９７，０９４ ５５６，４８０ １０．９ ４，６７８，６３６ ５７０，３３５ １２．２
２１ ５，１２２，２２６ ５４６，９３７ １０．７ ４，６８２，９９１ ５５５，２９２ １１．９
２２ ５，４６３，６８２ ５５６，５６９ １０．２ ４，９７９，５３７ ５６１，６４６ １１．３

第１―２０表 救急自動車による救急出動件数及び搬送人員の推移

注 消防庁資料による。
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普及員を養成する講習）の修了者数は１万２，０５０名
であった。
また，地域住民に対する応急手当普及啓発活動に
ついては，普通救命講習受講者数が１４０万８，８６４名，
上級救命講習受講者数が７万６，９９９名となっている。
なお，平成１６年７月から非医療従事者による
AED（自動体外式除細動器）の使用が認められた
ことを受け，「応急手当の普及啓発活動の推進に関
する実施要綱」が改正され，AEDの内容を取り入
れた救命講習の実施が促進されているほか，心肺そ
生法については，平成２３年１０月に財団法人日本救急
医療財団の心肺蘇生法委員会より新しい日本版心肺
蘇生ガイドラインが示されたことを受け，当該ガイ
ドラインを踏まえた内容により講習が実施されてい
る。消防庁では，消防機関が行う応急手当講習の制
度の見直しを行い，「救命入門コース」を新設し従
来は中学生以上であった受講対象を小学校高学年以
上に拡大するとともに，e－ラーニングを用いた応
急手当短時間講習を整備するなど，より効果的な応
急手当の普及啓発に取り組んでいる。
学校においては，学習指導要領に基づいて，中学
校，高等学校の保健体育の中で，生徒に対して心肺
そ生法等の応急手当について指導するとともに，教
員に対しては，心肺そ生法の実習を含む各種講習会
を開催した。
さらに，社団法人日本交通福祉協会は，安全運転
管理者，運行管理者等を対象に，実技指導を主体と
する交通事故救急救命法教育講習会を全国的に実施
した。
⑷救急救命士の養成・配置等の促進，ドクターカー
の活用促進
ア 救急救命士制度
病院又は診療所に搬送されるまでの間に，重度傷
病者の症状の著しい悪化を防止し，又はその生命の
危機を回避するために緊急に必要な救急救命処置を
行う救急救命士の資格保有者数は，平成２３年１２月３１
日現在で，４万１，７１５人であり，搬送途上の医療の
確保が図られている。
また，平成２３年４月１日現在，全国の消防機関に
おける救急救命士有資格者数は２万６，５３３人，うち

救急救命士として運用している者は２万１，２６８人で
ある。なお，救急救命士有資格者２万６，５３３人のう
ち，処置範囲拡大により可能となった気管挿管実施
可能な救急救命士は，９，８００人（３６．９％），薬剤投与
実施可能な救急救命士は，１５，２８９人（５７．６％）であ
る。
イ 救急救命士資格取得救急隊員の養成
救急隊員に救急救命士資格を取得させるための教
育訓練は，各都道府県からの出捐金により設立され
た財団法人救急振興財団の救急救命東京研修所等や
政令指定都市等が設置している救急救命士養成所に
おいて実施されている。
ウ ドクターカーの活用促進
医師等が救急現場及び搬送途上に出動し，応急処
置を行うことにより，救命効果の向上を図るため，
ドクターカー（医師等が同乗する救急用自動車）の
配置と活用を促進した。
⑸消防防災ヘリコプターによる救急業務の推進
消防防災ヘリコプターによる救急搬送等に関して
は，昭和４１年に東京消防庁でヘリコプターを導入し
て以来実施してきているが，その一層の推進を図る
見地から，平成１０年の消防法施行令（昭３６政令３７）
の一部改正，平成１５年６月の消防組織法（昭２２法
２２６）等の改正により，消防防災ヘリコプターによ
る救急活動のための救急隊員の配備や装備等の基準
の明確化や都道府県の航空消防隊による市町村消防
の支援について法的根拠の明確化を図るなど航空消
防防災体制の充実を図るとともに，「消防防災ヘリ
コプターの効果的な活用に関する検討会」において，
その積極的な活用方策について検討結果をとりまと
めるなど消防防災ヘリコプターの機動性を活かし
た，より効果的な救急業務の更なる積極的な実施を
促進している。
⑹救助隊員及び救急隊員の教育訓練の充実
交通事故等に起因する救急・救助活動の増大及び
事故の種類，内容の複雑多様化に対応するため，救
助隊員・救急隊員の資質の向上を図った。
また，消防本部においても年間の訓練計画等に基
づき職場教育を定期的に実施した。
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⑺高速自動車国道等における救急業務実施体制の整
備
東日本高速道路株式会社，中日本高速道路株式会
社，西日本高速道路株式会社及び本州四国連絡高速
道路株式会社（以下「高速道路株式会社」という。）
並びに関係市町村等は，通信連絡体制等の充実を図
るなど連携を強化し，高速自動車国道等における適
切かつ効率的な人命救護の実施に努めている。
現在，高速自動車国道の全ての区間について，市
町村の消防機関が救急業務を実施しており，沿線市
町村においては，インターチェンジ近くに新たに救
急隊を設置するなどにより，高速自動車国道におけ
る救急業務実施体制の充実を図っている。このた
め，高速道路株式会社により，インターチェンジ所
在市町村等に対し財政措置が講じられているほか，
高速道路等に係る救急業務経費として特別交付税が
措置されている。
⑻現場急行支援システムの整備
緊急車両が現場に到着するまでの時間の縮減，及
び緊急走行時の交通事故防止のため，緊急車両優先
の信号制御等を行う現場急行支援システム（FAST）
の整備を図った。
⑼緊急通報システムの整備
交通事故等緊急事態発生時における負傷者の早期
救出及び事故処理の迅速化のため，UTMSの構想
等に基づき，人工衛星を利用して位置を測定する
GPS 技術を活用し，自動車乗車中の事故発生時等
に車載装置・携帯電話等を通じてその発生場所等の
位置情報を通報することなどにより，緊急車両の迅
速な現場急行を可能にする緊急通報システム
（HELP）の普及を図った。

3救急医療体制の整備
⑴救急医療機関等の整備
救急医療機関の整備については，救急隊により搬
送される傷病者に関する医療を担当する医療機関と
しての救急病院及び救急診療所を告示し，医療機関
の機能に応じた初期救急，入院救急（二次）及び救
命救急（三次）医療機関並びに救急医療情報センター
からなる体制の体系的な整備を推進した。

救急病院及び救急診療所は，厚生労働省令に定め
る基準に基づいて都道府県知事が告示することと
なっており，平成２３年３月３１日現在の救急病院及び
救急診療所は，全国で４，２２２か所である。
平成２３年度の救急医療対策関係予算の主な内容
は，次のとおりである。
ア 救急医療機関の整備
ア 初期救急医療機関の整備
初期救急医療体制は，地方公共団体等に設置する
休日夜間急患センター及び地域医師会で実施してい
る在宅当番医制からなり，休日夜間急患センターに
ついては，平成２２年度末までに，５５３か所整備され
ており，在宅当番医制については，６３２地区の整備
を行った。
イ 入院救急（二次）医療機関の整備
入院治療を必要とする重症救急患者を受け入れる
救急医療体制は，二次医療圏（おおむね都道府県を
数地区に分割した区域）を単位とする病院群輪番制
及び共同利用型病院方式からなり，平成２２年度末ま
でに，それぞれ４０９地区，１０地区の整備を行った。
また，入院を要する小児救急医療体制を構築する
ため，輪番制方式等により夜間・休日に小児救急患
者を受け入れる医療機関について，平成２２年９月１
日現在で，１６３の小児救急医療圏で整備を行うとと
もに（小児救急医療支援事業），小児救急医療支援
事業の実施が困難な複数の二次医療圏から小児重症
救急患者を受け入れる小児救急医療拠点病院につい
て，平成２２年９月１日現在で，２８か所（５３地区）の
整備を行った。
ウ 救命救急（三次）医療機関の整備
重症及び複数の診療科領域にわたるすべての重篤
救急患者の救命医療を担当する２４時間診療体制の救
命救急センターについては，平成２３年１２月１日現在
で，２４５か所の整備を行った。
また，救命救急センターのうち広範囲熱傷，指肢
切断，急性中毒等の特殊疾病患者に対応する高度救
命救急センターについては，平成２３年１２月１日現在
で，２７か所の整備を行った。
イ 救急医療情報システムの整備
救急医療機関の応需体制を常時，的確に把握し，
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医療機関，消防本部等へ必要な情報の提供を行う救
急医療情報センターについては，平成２３年３月３１日
現在で，４３か所の整備を行った。
ウ 救急医療設備の整備
自動車事故による被害者救済の充実強化を図るた
め，全国の医療機関の救急医療機器の整備に関し，
自動車安全特別会計から補助を行っている。平成２２
年度は９施設に対し，約２億２，７６３万円の補助金を
交付した。
⑵救急医療担当医師・看護師等の養成等
救急医療を担当する人材を確保するため，救急医
療を担当する医師及び看護師を対象に，救急医療に
関する講習及び実習を関係団体に委託して実施した。
また，医師の卒業前の教育・臨床教育において救
急医療に関する教育研修の充実に努めるとともに，
看護系大学においても，救急医療に関する教育の充
実に努めている。
⑶ドクターヘリ事業の推進
救急現場や搬送途上における医療の充実を図るた
め，ドクターヘリについては，平成１９年６月２７日に
成立・施行された「救急医療用ヘリコプターを用い
た救急医療の確保に関する特別措置法（平１９法１０３）」
に基づき，普及推進を図っているところであり，平
成２３年度末現在で，２７道府県（共同運航府県を含
む），３２機のドクターヘリが運航されている。

4消防機関と医療機関等の連携体制の充実
⑴搬送及び受入れの実施に関する協議会の設置
近年１１９番通報から傷病者を病院に収容するまで
に要する時間が長時間化する傾向にあり，また，傷
病者を受け入れる医療機関を速やかに選定すること
が困難な事案が発生している。このような状況を受
けて，平成２１年に消防法（昭２３法１８６）が改正され，
都道府県は，消防機関による救急業務としての傷病

者の搬送及び医療機関による当該傷病者の受入れの
迅速かつ適切な実施を図るため，傷病者の搬送及び
傷病者の受入れの実施に関する基準（以下「実施基
準」という。）を定めるとともに，実施基準に関す
る協議等を行うための消防機関，医療機関等を構成
員とする協議会を設置することとなった。平成２４年
３月１日現在，全都道府県において実施基準が策定
済みである。今後，実施基準が有効なものとして機
能するため，各都道府県において，PDCAサイク
ルによる運用改善及び見直しを図っていくことが重
要である。具体的には，消防機関・医療機関・住民
が，地域における医療提供体制の現状，救急搬送及
び受入れの実施状況等の地域の実情に対する共通理
解を深めつつ，現状の医療資源を前提とした都道府
県ごとの消防機関と医療機関の連携体制を強化する
ことにより，受入医療機関の選定困難事案の減少を
目指すとともに，傷病者の状況に応じた適切な搬送
及び受入体制を構築することが期待される。
⑵メディカルコントロール体制の強化
救急業務の円滑な実施や救急隊員への教育訓練体
制の整備等を図り，消防機関と医療機関の連携を強
化するため，①救急隊が現場からいつでも迅速に医
師に指示，指導，助言が要請でき，②実施した救急
活動の医学的判断，処置の適切性について医師によ
る事後検証が行われ，その結果が再教育に活用さ
れ，③救急救命士の資格取得後の再教育として，医
療機関において定期的に病院実習が行われ，医学的
な観点から救急業務の質を担保する体制（メディカ
ルコントロール体制）の充実強化を推進した。特に，
都道府県単位，各地域単位におけるメディカルコン
トロール協議会の意見交換・情報交換の場として，
毎年全国メディカルコントロール協議会連絡会を開
催し，メディカルコントロール体制の充実強化に努
めている。

第７節 損害賠償の適正化を始めとした被害者支援の推進

1自動車損害賠償保障制度の充実等
自動車損害賠償保障制度は，強制保険である自動
車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済

（以下「自賠責保険」という。），ひき逃げ又は無保
険車による事故の被害者に対して損害のてん補を行
う政府の自動車損害賠償保障事業（以下「保障事業」


